
昭

和

四

十

一

年

十

二

月

二

十

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
石
田
宥
全
君
提
出
阿
賀
野
川
に
お
け
る
水
銀
中
毒
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
五
三
第
一
号 

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
日 

衆

議

院

議

長 
綾 

部 

健 

太 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
石
田
宥
全
君
提
出
阿
賀
野
川
に
お
け
る
水
銀
中
毒
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一 

新
潟
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
昭
和
四
十
年
七
月
十
二
日
付
け
で
行
な
つ
た
漁
獲
規
制
の
指
示
は
、
資

源
保
護
お
よ
び
漁
業
調
整
の
観
点
か
ら
、
漁
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
お
よ
び
同
法
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
適
法
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
賠
償
法
に
よ
る
賠
償
責
任
が
生
ず
る
も
の
と
は
考
え
て
い

な
い
。 

な
お
、
本
件
中
毒
事
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
見
地
か
ら
調
査
研
究
中
で
あ
る

が
、
こ
の
事
件
に
よ
る
住
民
の
被
害
に
つ
い
て
国
家
賠
償
法
に
よ
る
賠
償
の
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
は
考
え

て
い
な
い
。 

二 

水
質
規
制
を
行
な
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
前
記
調
査
の
結
果
を
み
た
う
え
方
針
を
決
定
す
る
所
存
で
あ 

 



り
、
水
質
規
制
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
早
急
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た

い
。 右

答
弁
す
る
。 

四 

 




